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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月7日(2015.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚用として許容できるビヒクル中に、
　少なくとも組成物の１０重量％の総量で、遊離酸として計算して１５～４０重量％の、
乳酸および／またはグリコール酸を含む１種類以上のアルファ－ヒドロキシ酸；
　１５～４０重量％の尿素；
　５～２０重量％のグリセロール；ならびに
　５～２０重量％のパンテノール
を含み、アルファ－ヒドロキシ酸（単数または複数）、尿素、グリセロールおよびパンテ
ノールの総量が組成物の４０重量％から８０重量％までを構成する、局所用組成物。
【請求項２】
　最大で約３０重量％の１種類以上のアルファ－ヒドロキシ酸；
　最大で約２５重量％の尿素；
　最大で約１０重量％のグリセロール；および
　最大で約１０重量％のパンテノール
を含む、請求項１に記載の局所用組成物。
【請求項３】
　乳酸および／またはグリコール酸を、少なくとも１３重量％の量で含む、請求項１また
は２に記載の局所用組成物。
【請求項４】
　さらにサリチル酸を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項５】
　さらに、一般的な保存剤および脂肪アルコールを含む、請求項１～４のいずれか１項に
記載の局所用組成物。
【請求項６】
　レチノールまたはその誘導体が存在する、請求項１～５のいずれか１項に記載の局所用
組成物。
【請求項７】
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　さらにベヘニルアルコールを含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の局所用組成物
。
【請求項８】
　さらに血流刺激剤を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項９】
　ビヒクルがエマルジョンである、請求項１～８のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項１０】
　特に足の、過角化皮膚の処置に使用するための、請求項１～９のいずれか１項に記載の
局所用組成物。
【請求項１１】
　過角化皮膚が病的状態と関連する、過角化皮膚の処置に使用するための請求項１０に記
載の局所用組成物。
【請求項１２】
　病的状態が糖尿病である、過角化皮膚の処置に使用するための請求項１０に記載の局所
用組成物。
【請求項１３】
　病的状態が、手の湿疹、アトピー性湿疹、魚鱗癬、および乾癬からなる群から選択され
る、過角化皮膚の処置に使用するための請求項１０に記載の局所用組成物。
【請求項１４】
　微生物の過剰増殖が関与すると考えられる皮膚疾患の処置に使用するための、請求項１
～９のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項１５】
　アクネまたは皮膚粘膜症の処置に使用するための、請求項１４に記載の局所用組成物。
【請求項１６】
　微生物の過剰増殖が関与すると考えられる皮膚疾患であって、過角化皮膚の存在と関連
する疾患の処置に使用するための、請求項１～９のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項１７】
　皮膚障害または開放潰瘍を伴う対象を、罹患した皮膚に請求項１に記載の組成物を局所
投与することにより処置する方法。
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